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ノルウェーの安全保障防衛政策と国際平和活動 

 

五月女 律子 
 
 
 
１．はじめに 

ノルウェーは初代の国際連合（国連）事務総長が選出され、ノーベル平

和賞の決定・授与を行うなど、国際平和の実現に関心が高いという印象が

一般的に持たれていると考えられる。ノルウェーの対外政策においては、

紛争予防、和平交渉、人道的支援、戦後復興といった概念が中心であり

（Græger 2005: 413）、自国が「人道大国（humanitarian great power, humanitarian 
superpower）」や「平和国家（peace nation）」であることを示し、また世界に

そのように認識されることを望んでいる（Græger 2005: 415; Leira 2013; 
Ulriksen 2007: 561）。平和交渉において NGO（非政府組織）の強い関与、コ

ミュニケーションや対話の開放的なチャンネル、調停やファシリテーショ

ンを用いる方策は、「ノルウェー・モデル（Norwegian model）」と呼ばれる

ほどである（Leira 2013: 339; Wivel and Marcussen 2015: 211）。 
また、国連の平和維持活動（Peacekeeping Operations: PKO）に積極的に

要員を派遣し、国際紛争に対しては北大西洋条約機構（NATO）やアメリカ

を中心とした多国籍軍による軍事活動に派兵し、加盟国ではないものの欧

州連合（EU）の国際的危機管理活動（international crisis management）にも

参加している。また他方で自国の防衛も重視する政策を継続しており、

NATO には創設時から加盟している。NATO（特にアメリカ）への忠誠は、

冷戦時からノルウェーの国家戦略（grand strategy）の中核である（Græger 
2005: 413）。冷戦後も国際平和を目指す理想主義的（idealistic）な対外政策

を選好する一方で、NATO を中核とした自国の防衛を重視する安全保障防衛

政策を堅持しているといえる。 
ノルウェーの対外政策は、自国は世界をより良く出来る国とのアイデン

ティティが基本にあり、伝統的に軍事的国際平和活動は平和政策の中に位

置づけられてきたとの見方がある（Leira 2013: 339, 351-352）。しかし、人道、

モラル、アイデンティティがノルウェーの政策の基本であるという視点か

らの分析のみでは、なぜ NATO（特にアメリカ）、EU、北欧諸国と海外での

81神戸外大論叢 第 66 巻第 3号（2016）



 

 

軍事活動において協力を進めてきたのか、十分に説明できない。どの国や

組織と軍事協力をどのように進展させるかは、安全保障防衛政策と深く関

わっているが、ノルウェーの国際平和活動（International Peace Operations）1

と安全保障防衛政策の関係を分析した既存研究は多くない。特に邦文では

両者の関係を考察した研究は筆者の知る限り非常に少ない。冷戦期から積

極的に平和維持活動に参加してきたノルウェーにおいて、国際平和活動が

どのように安全保障防衛政策と関係してきたのかを考察することは、ノル

ウェーの国際平和活動の特徴や変化を知る上で重要であると考えられる。 
本稿では、次節でノルウェーの安全保障防衛政策の特徴を概観し、第 3

節で国際平和活動における他国および国際組織との協力について考察し、

第 4 節で国際平和活動への参加状況を分析する。最後に、ノルウェーは冷

戦後に国連以外の国際平和活動に積極的に要員を派遣し、2000 年代に国際

平和活動を安全保障防衛政策の中に位置づけて軍の再編を進め、北欧諸国

との協力も推進する方針へと変容したことを示したい。 
 

２．ノルウェーの安全保障防衛政策の特徴 

（１）冷戦期 

第二次世界大戦中にドイツに占領されていたノルウェーは、1945 年 5 月

のナチスの降伏により占領から解放された。戦後、ノルウェーは国連に加

盟し、初代国連事務総長として大戦中のノルウェー亡命政権の外務大臣で

あったリー（Trygve Halvdan Lie）が選出された。ノルウェーは「東西の橋

渡し」を掲げて、国際平和の構築に貢献することを目指した（大島 2014: 75）。
また、1949 年にヨーロッパ諸国の協力を目的として創設された欧州評議会

（Council of Europe）の原加盟国にもなり、諸外国との協力を積極的に進め

る政策をとった。 
安全保障防衛政策においては、1948 年 5 月にスウェーデンの外相からス

カンジナビア防衛同盟（Scandinavian Defence Union）の創設が提案された。

この提案の内容は、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーによって北欧

地域の中立化を目指すものであり、背景には東西冷戦の開始があった2。こ

の提案に対してノルウェーは、当時西側諸国で検討されていた軍事同盟と

                                                  
1 本稿では、国連による平和維持活動（PKO）、NATO の平和支援活動（Peace Support Operations: 
PSO）、NATO および有志連合による軍事行動、EU の危機管理活動（crisis management）を包

含するものとして国際平和活動という用語を使用する。 
2 スカンジナビア防衛同盟構想と討議過程については、五月女（2004: 42-50）を参照された

い。 
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の協力関係の構築を前提としたため、スウェーデンが望む中立の防衛同盟

を受け入れることはできず、1949 年 4 月に NATO の設立条約に調印した。

ただし、ノルウェーは NATO 加盟にあたって、平時に NATO 軍の軍事基地

を自国内に設置しないとの留保条件を付け（非基地政策）、1950 年代半ばか

ら 60 年代にかけては、平時に核兵器を自国領土内に配置・貯蔵しない、ソ

連と国境を接する自国最北部では NATO の軍事演習を行わない、という政

策を採っていくこととなった（大島 2014b: 325-326; 吉武 2004: 104）3。そ

の点ではデンマーク同様4、NATO の活動に積極的な加盟国とはいえない状

態であった。 
ノルウェーは 1960 年代にイギリス、デンマーク、アイルランドとともに

欧州経済共同体（EEC）・欧州共同体（EC）に加盟申請したが、ノルウェー

国内で 1972 年に実施された加盟の是非を問う国民投票で否決されたため、

加盟に至らなかった。当時のヨーロッパ統合には安全保障および防衛の分

野は含まれておらず、加盟しないことによって直接的にノルウェーの安全

保障防衛政策に影響が及ぶものではなかったが、ヨーロッパでの多分野で

の地域統合を進める一員として関わる道は選択しなかったといえる。 
第二次世界大戦後に国連が行うことになった PKO に対して、後述するよ

うにノルウェーは多くの要員を派遣した。しかし、ノルウェーにおいては

平和維持活動への参加は伝統的に平和政策の中に位置づけられ、防衛とい

う視点からではなかったとの指摘があるように（Leira 2013: 351）、特に冷戦

期は自国の安全保障防衛政策と国連 PKO への要員の派遣は直接的に結びつ

けられているものではなかった。ノルウェー軍の真の任務は自国領土の防

衛であり、国連の PKO への参加は「理想主義的」な言説に関連づけられて

いた。軍の内部においても国連 PKO での経験は高く評価されず、兵士のキ

ャリアにおいてはソ連と国境を接する北部での任務に就くことが出世の前

提であった。国際的活動は自国の防衛に必要な技術を磨く経験になるとは

捉えられておらず、キャリアにおいて必要でも有利でもなく、将来の出世

のためにならない可能性もあった（Græger and Leira 2005: 48, 50）。ノルウェ

ーにおいて国連 PKO への参加は理想主義的対外政策を具現化するものであ

り、自国の安全保障防衛政策に位置づけられることはなく、任務を遂行す

る兵士にとってその経験が国内で高く評価されるものではなかったのであ

る。 
                                                  
3 冷戦初期にノルウェーがおかれていた状況については、大島（2011: 63-65; 2014a）が詳し

い。 
4 デンマークの安全保障防衛政策については、五月女（2012）を参照されたい。 
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（２）冷戦後 

1990 年代のノルウェーの軍事に関する政策に冷戦時と大きな変化はな

く、政治指導者達は政策の継続を望む傾向が強かった。平和維持活動に関

しても、国連の下で行われてきた従来の形態からの大きな変化を求める声

は大きくなかった。（Saxi 2010: 80-81）。自衛を超えての軍事力の行使は、伝

統的にノルウェーが強調してきた平和的紛争解決や調停に背反すると見ら

れていた（Jakobsen 2006b: 389-390）。ノルウェーでは政府は海外派兵に際し、

慣例として事前に拡大外交委員会5（原則として非公開）において協議を行

うことが多く（福田 2008: 128）、この協議により議会の支持を得ていると

見なされるが、1995 年の時点では国連憲章第 7 章型の平和執行への参加に

関しては議会の承認を必要としており（岩井 1995: 150）、慎重な姿勢を継

続していたと考えられる。また、派遣される部隊自体も攻撃的な国際的軍

事活動を行う能力を欠いていた（Jakobsen 2006b: 387）。 
1990 年代半ばの段階では、ノルウェーにおいて国連 PKO のために準備

された兵員数は増えたが軽武装のままであり、NATO の国際的活動に派兵可

能な歩兵大隊が別に形成された（Saxi 2014: 265）。より柔軟に国際的活動に

対応するためのノルウェー軍の組織改革は、1999 年と 2001 年に実施された

が6、2000 年代初頭までノルウェーの安全保障防衛政策で重視されていたの

は自国領土の防衛であった（Saxi 2011: 34）。1990 年代のノルウェーの対応

は、集団防衛以外の任務に向かいつつあった NATO において特殊なものと

なっていた。軍の抜本的再編が進まなかった国内の事情として、国民の支

持が得られない予想があったことと、地方では軍が重要な雇用者であり、

「地方自治体―軍複合体（municipality-military complex）」といえる状況が特

に地方に存在していたことがあった（Saxi 2010: 82-83）。 
ノルウェーの国際的軍事活動への参加に大きな変化を与えたのは、1999

年のコソボ紛争であった。NATO やアメリカからの要請に対してノルウェー

の対応が遅れたことはノルウェーの政治指導者にとって恥となり、短期間

で海外派兵の要請に応えられる能力を高めるため、即応部隊が創設される

こととなった（Saxi 2010: 84）。2001 年に軍のより全体的な改革が遂行され

た。部隊は小規模化され、即応性と質を高めて自国防衛と海外派兵の両方

に素早く対応可能となることが目指された（Saxi 2014: 269）。 

                                                  
5 構成員は、外交委員会および国防委員会の委員、議会議長、各政党の党首、その他に選出

された数名の議員で、委員会の招集は委員長の判断で秘密にできる。ただし、予算手続きの

面で実質的に議会の事前承認が必要になるといえる（福田 2008: 128）。 
6 ノルウェー軍の再編については、Haaland (2007: 500-502), Rieker (2006: 164-166) が詳しい。 
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NATO との関係では、ノルウェーにとって特にアメリカとの関係が重要

であることは冷戦時から変化がないといえる。ノルウェーはアメリカから

の軍事支援を受ける見返りとして、アメリカに軍用装備と原材料を輸出し

ている7。紛争への軍事介入やテロへのアプローチ、脅威の評価などでノル

ウェーとアメリカでは相違があるが、その相違がノルウェーとアメリカお

よび NATO の関係に影響するかどうかは大きな問題とされていない。ノル

ウェーではアメリカとヨーロッパの相違は認識されているが、国際関係に

おいてはアメリカが最重要であると捉えられている。アメリカの政策がノ

ルウェーにおいてどう解釈されるかということよりも、アメリカと安全保

障面でのパートナーシップを維持することのほうが、ノルウェーにとって

は重要であるといえる（Græger 2005: 413-414）。 
EU との関係では、1990 年代初頭には外交および安全保障政策でも協力

を深める方向に進みつつあった EU に、フィンランド、スウェーデン、オー

ストリアに続いて 1992 年にノルウェーも加盟申請を行った。しかし、1994
年にノルウェー国内で実施した加盟の是非を問う国民投票で再び否決され、

EU の外に留まることになった。ノルウェーは北海油田や天然ガスが輸出で

きるという経済的な強さがあり、安全保障や防衛では NATO が最重要であ

るため、ノルウェー国民は EU 加盟によって得られる利益を経済面でも安全

保障・防衛面でも見出すことが出来なかった。 
しかし、1990 年代後半から EU で安全保障防衛分野での協力が急速に進

み出すと、ノルウェーは EU の共通外交・安全保障政策（CFSP）および欧

州安全保障防衛政策（ESDP）に関心を強めるようになった。EU における

安全保障防衛分野での協力の進展によって、NATO やノルウェーがヨーロッ

パでの防衛協力において周縁化される可能性に対峙するため（Udgaard 
2006: 325）、EU との関わりを模索するようになった。また、ノルウェー政

府はヨーロッパの安全保障および防衛を NATO の中の問題として維持する

とともに、非 EU 加盟国が ESDP に関われる最良の方策を獲得できるよう努

力した（Græger 2005: 414）。 
1990 年代のノルウェーの平和政策においては、先述の「ノルウェー・モ

デル」といわれる和平交渉が中心であったが、2001 年から積極的な軍事活

動への参加が和平交渉を補完するようになった。自国の領土防衛と国際的

軍事活動への参加の 2 つの目標を達成するため、ノルウェーの国防予算は

                                                  
7 例えば、ノルウェーで産出されたマグネシウムは朝鮮戦争時にアメリカのナパーム弾に使

用され、2003 年のイラク戦争時にもミサイルに必要な装備にノルウェーの製品が使用された

（Græger 2005: 413）。 
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2000 年代に増加することとなった（Wivel and Marcussen 2015: 211）。多くの

ヨーロッパ諸国では厳しい国家財政の中で軍事関係の予算を削減する傾向

にあるが、ノルウェーはその逆である8。これは、2000 年代に入ってノルウ

ェーが非加盟国であるにもかかわらず、EU 主導の軍事的活動に積極的に要

員を派遣していることもその要因の一つとして挙げられる。特に、近年の

国際的軍事活動は伝統的な国連 PKO よりも求められる任務が多く、使用す

る兵器や装備も高額となる場合もあるため、より多くの経費がかかる傾向

がある。2012 年時点でもノルウェーの長期の防衛計画において、信頼でき

る自国防衛と国際的活動への貢献の両者が目的とされている（Saxi 2014: 
275）。 

その一方で、ノルウェーの多くの政治家は国際的軍事活動への参加にお

いても、その非軍事的・人道的側面を正当化の理由として強調することを

好んでいる（Haaland 2007: 505-506）。国連による PKO も、冷戦後の傾向と

して国際的開発援助との関わりが重視されるようになっている9。ノルウェ

ーにおいて事例によっては、軍事活動が国際支援の重要な要素となると認

識されている（Ulrksen 2007: 560）。ノルウェーでは防衛と国際貢献の両立

を目指すために軍事活動が行われるため、国防予算は増加傾向にある。 
 

３．国際平和活動における他国および国際組織との協力 

（１）国連 

国連による平和維持活動の進展には、ノルウェー人が大きく関わってい

た。1946 年 2 月に国連の初代事務総長にリーが就任し、1953 年 11 月の退

任までの間、国連による平和維持活動の礎を築いた。1947 年に国連バルカ

ン特別委員会（UNSCOB）10、1948 年に中東戦争停戦を監視する国連休戦

監視機構（UNTSO）と第 1 次インド・パキスタン戦争への軍事監視団

（UNMOGIP）を派遣するなど、国連における PKO のさきがけとなる活動

を実行した。また、1950 年の朝鮮戦争に対しては国連軍を派遣した。 
スウェーデン出身のハマーショルド（Dag Hammarskjöld）が第 2 代国連

事務総長となり、停戦監視や選挙監視のみならず、兵力引き離しや治安維

                                                  
8 ノルウェーは北欧諸国の中でも国防予算が最も多い（Forsberg 2013: 1179）。 
9 途上国における紛争では貧困が紛争の終結とその後の平和の定着を妨げる要因となること

が多いため、冷戦後は開発援助が平和構築の進展に重要であるとの認識がなされるようにな

った。具体的には、1992 年にガリ国連事務総長が発表した『平和への課題』において平和構

築の重要性が示され、2000 年の『ブラヒミ報告』でも国連の平和維持活動との関わりでの開

発援助の重要性が指摘された。 
10 ギリシャで活動を行った監視団である。 
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持などの活動も積極的に行うようになり、1956 年の第 2 次中東戦争後には

第 1 次国連緊急軍（UNEFⅠ）が派遣された。これらの活動に従事する要員

の国連からの派遣要請に対して、ノルウェーを含む北欧諸国は積極的対応

を見せ、初期の国連 PKO には北欧諸国から多くの軍事要員が派遣された。

1960～64 年の国連コンゴ活動（ONUC）にもスウェーデンの 6,200 名には及

ばないものの、ノルウェーは 623 名の要員を派遣するなど（Ulriksen 2007: 
555）、国連の活動に積極的に参加した。 

1986 年時点でノルウェーは国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）に 861
名、UNTSO と UNMOGIP に監視員をそれぞれ 16 名、5 名を派遣し、合計

882 名が活動中であった。これは、北欧 4 カ国の中ではフィンランドに次い

で多い派遣人員数であった11。冷戦期に国連 PKO に北欧 4 カ国から派遣さ

れた要員は、それらの活動の約 25％を占めるほどであった（Jakobsen 2006a: 
10）。1991 年時点でノルウェーは国連 PKO に延べ約 3 万 3,000 名の要員を

派遣し、国内において PKO に関する研究活動も活発であった（香西 1991: 
445）。2004 年時点で、1947 年以来ノルウェーは 30 以上の PKO に総計 5 万

5,000 名を超える軍事要員を派遣していた（吉武 2004: 112）。 
1995 年からデンマークのイニシアティブで進められた国連活動用多国

籍高度即応待機旅団（Multinational Standby High Readiness Brigade for United 
Nations Operations: SHIRBRIG）の創設にも、ノルウェーはワーキンググル

ープの段階から参加し、1996 年 12 月に協力の同意書に署名を行った 7 カ国

のうちの一つとなった12。ノルウェーは国連の活動を重視しており、自国の

国連に対する関心も強調している（Wivel and Marcussen 2015: 211）。 
 

（２）NATO 

ノルウェーは冷戦後に NATO が始めた平和支援活動（PSO）に積極的に

貢献する姿勢を見せた。後述するように、湾岸戦争、旧ユーゴスラビア、

アフガニスタン、イラク、リビアでの NATO の軍事活動や平和維持活動に

参加し、国連の決議がない NATO の活動にも積極的な貢献を目指して努力

した。しかし、湾岸戦争での貢献は後方支援（補給船や医療）に限られ、

旧ユーゴスラビアでも医療、兵站、ヘリコプター支援などが主な活動であ

                                                  
11 フィンランドは 948、スウェーデンは 583、デンマークは 411 名であり、UNIFIL への派遣

数は 4 カ国中最大であった（NORDSAMFN 1986: 8）。 
12 ワーキンググループの参加国は 13 カ国であった。7 カ国（オーストリア、デンマーク、

カナダ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン）が完全参加となり、4 カ国は

部分参加やオブザーバーとなった。SHIRBRIG の設立過程の詳細については、Koops and 
Varwick (2008: 9-10)、一政（2002: 97-99）、五月女（2015a: 9-10）を参照されたい。 
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った。活動内容に変化が現れたのは、1997 年のボスニア紛争に初めて戦闘

部隊が派遣されるようになってからであった（Saxi 2010: 95; 2014: 265）。 
2000 年代初頭にノルウェーは国際的軍事活動へのより積極的な貢献に

よって、NATO 加盟国（特にアメリカ）との友好関係を継続する必要がある

と考えるようになった。そしてノルウェーの国際的軍事活動への参加は、

アメリカと緊密な連繋を維持し、NATO の信頼を保持するために不可欠であ

ると見なされるようになった（Saxi 2014: 269）。 
ノルウェーは国連の決議のない国際的軍事活動の必要性を受け入れると

同時に、軍事活動が NATO のような国際制度の下で行われることを求めて

いる。ただし、国連の決議を重視する姿勢を継続していた面もある。NATO
加盟国でも対応が割れたイラクへの軍事攻撃に際しては、国連において決

議が出されるまで参加することはなく、リビアでの軍事行動への参加につ

いても、ノルウェーにおける議論では国連の決議が重要な役割を果たした

（Wivel 2014: 86-87）。国連における決議の存在を重視しつつも、NATO（特

にアメリカ）との関係の重要性を考慮し、可能な限り NATO 主導の国際的

軍事活動に協力する努力をしているといえる。 
 

（３）北欧協力 

ノルウェーは上述のように冷戦期から国連による PKO に要員を派遣し

てきたが、1960 年代には他の北欧諸国と合同で国連待機軍を創設して協力

を深めてきた。ノルウェー、デンマーク、スウェーデンの 3 カ国による 1960
年の協議を始まりとして、1963 年にはフィンランドも加わり、待機軍の設

置の実現に向かうこととなった。翌年に各国内で国内法上の措置をとると

ともに各国議会の承認を得ることが求められ、1968 年に北欧国連待機軍

（Nordic U.N. Stand-by Forces）の制度が 4 カ国によって創設された13。 
ノルウェー国内では、1964 年 1 月に国連待機軍の設置について国防大臣

の勧告と国王の議案が議会に提出され14、議会の軍事委員会において 2 点の

修正（兵力総数の上限の引き上げと採用方法の志願制への変更）のうえ、

承認すべきと勧告が出された。議会は同年 6 月に軍事委員会の勧告を承認

する決議を採択した（香西 1991: 441; 渡部 1991: 57）。 

                                                  
13 北欧国連待機軍の創設過程については、五月女（2004: 109-115）を参照されたい。 
14 ノルウェーでは憲法上、国王が軍隊の指揮権を持っている。軍隊の増・減員、ノルウェー

軍の外国軍への編入、外国軍隊の受け入れ、領域防衛のための部隊等の海外派遣に関しては、

議会の同意が必要と規定されている（福田 2008: 128）。 
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ノルウェーの国連待機軍は 1,330 人15を上限とする編成が予定され16、ス

ウェーデンに次ぐ人員を提供することとなった。1964 年の設置計画の公表

後、編成計画の実施は遅れがちであったが、1968 年に設置された17。北欧合

同の訓練コースにおいて、ノルウェーは兵站将校要員の訓練課程を分担し

た（岩井 1995: 148; 渡部 1991: 60）。 
1968 年に国連 PKO の活動における協力を促進するため、北欧 4 カ国で

NORDSAMFN（Nordic Committee for Military UN Matters）が創設された。各

国の軍事関係当局によって構成され、国連 PKO の経験を活かして問題を解

決することが目指された。具体的には輸送、運営、訓練プログラム、セミ

ナーの調整などを行った（NORDSAMFN 1986: 22-25）。1993 年まで北欧国

連待機軍として実際に合同で部隊が派遣されることはなかったが、北欧諸

国間で緊密な連絡を取り、訓練等で協力が推進された。また、軍事要員だ

けでなく、医療や選挙管理などに従事する文民も派遣された。 
1994 年 11 月には、北欧諸国間で防衛に関わる資材・装備の開発、調達、

維持管理での協力を進めるために NORDAC（Nordic Armaments Cooperation）
が創設された。冷戦終結後、ヨーロッパ諸国では国防予算の削減などが進

められる中で、費用対効果や経費節減の面から北欧諸国間での協力の促進

が目指されることとなった18。 
NORDSAMFN が実績を残してきた軍事面での平和支援おける北欧諸国

間の協力は、1997 年 4 月に創設された NORDCAPS（Nordic Coordinated 
Arrangement for Military Peace Support）に引き継がれた。国連以外の主体に

よる国際平和活動の重要性が増したことにより、国連の PKO を前提とした

制度ではなく、さまざまな形態の軍事的国際平和活動において北欧諸国間

の協力が推進できる制度への変更が必要になったのである。ノルウェーは

北欧諸国間での新たな協力体制の構築に積極的な姿勢を示し、NORDCAPS
創設を提案し、その設立過程でも重要な役割を果たした。NORDCAPS はノ

ルウェーにとって、軍事活動への貢献によって NATO、EU、国連に影響を

及ぼす戦略における重要な手段であった。また、当時のノルウェー政府に

とって NORDCAPS は、費用対効果の高い方法と認識されていた（Jakobsen 
2007: 469）。 
                                                  
15 1986 年時点でのノルウェー国連待機軍の構成は、陸軍 1,015 名まで、海軍 210 名まで、空

軍 80 名まで、軍事監視員 25 名までであった（NORDSAMFN 1986: 16 Figure 5）。 
16 1993 年に上限は 2,020 人に増員された（岩井 1995: 147）。 
17 ノルウェーの国連待機軍の編成、隊員の採用、待遇、訓練、派遣の手続きについては、香

西（1991: 442-444）が詳しい。 
18 詳細については、Forsberg (2013: 1168) を参照されたい。 
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そして更なる北欧諸国間での軍事分野に関わる協力体制の構築は、2005
年にスウェーデン軍の最高司令官（Håkan Syrén）の提唱を受けてノルウェ

ー軍の事実上のトップ（Sverre Diesen）19が共に行った、北欧諸国間の協力

促進の提案から具体的に進められていくこととなった。2007 年 8 月 31 日付

のノルウェーとスウェーデンの全国紙（Dagbladet, Dagens Nyheter）に両者

の連名で、両国の軍事分野での協力とそれの軍事的国際活動への活用の可

能性の大きさが掲載され、協力への動きが両国の国民に広く知らされるこ

とになった（Diesen and Syrén 2007; Saxi 2011: 50; Syrén and Diesen 2007）。両

国間での軍事分野における協力に関する協議が進められ20、2008 年にはフィ

ンランドも加わり同年 6 月に報告書が発表された21。デンマークとアイスラ

ンドも参加し、同年 11 月に NORDSUP (Nordic Supportive Defence Structures)
を創設する協定に北欧 5 カ国が署名した。 

北欧諸国間で軍事分野での協力体制構築が実現する中で、2009 年 2 月に

開催された北欧諸国の外相会議において、元ノルウェー外相のストルテン

ベルグ（Thorvald Stoltenberg）から北欧諸国間の外交および安全保障分野で

の協力に関する提案書（Stoltenberg 2009）が提出された。国際平和活動に関

するものとしては、北欧平和安定化部隊（Nordic Stabilisation Task Force）の

設立があった。その提案においては、北欧諸国間の協力が EU やその他の国

際組織が主導する国際的危機管理活動に貢献しうることが記載されていた

（Stoltenberg 2009: 8, 24, 32）22。同年 11 月に北欧 5 カ国によって調印された

覚書によって、NORDAC、NORDCAPS、NORDSUP は翌 12 月に北欧防衛

協力（Nordic Defence Cooperation: NORDEFCO）として統合された。

NORDEFCO は参加国の防衛を強化し、共通の相互強化作用を探求し、有効

な共通解決策を促進することが目的とされている（NORDEFCO 2015）。 
2010 年以降は NORDEFCO の枠組の下で、特にノルウェー、スウェーデ

ン、フィンランドの軍事分野での協力が進んでいる（Forsberg 2013: 1172; 
NORDEFCO 2016: 25-28）。また NORDEFCO の下では、アフリカと中東での

危機管理活動における北欧諸国間の協力で進展があった（NORDEFCO 

                                                  
19 ノルウェー軍の正式な最高司令官は国王であるが、事実上の最高司令官はノルウェー軍の

トップ（Forsvarssjefen: Chief of Defence）である。 
20 ノルウェーとスウェーデンの間の協力提案の推移については、Westberg (2015: 101-105) が
詳しい。 
21 報告書では 140 の協力可能な分野が示され、そのうち 40 は即時に協力可能であるとされ

ていた（Forsberg 2013: 1169）。 
22 北欧諸国間の軍事分野での協力と EU の関係については、五月女（2015b）を参照された

い。 
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2016: 18）。2002 年時点のノルウェーにおける評価では、北欧諸国間のアフ

リカでの協力は未発達で、潜在的可能性が大きいことが指摘されていた。

多くの協力が北欧諸国間でなされているものの、かなりの度合いで非公式、

アドホックであった（Urliksen 2007: 561）。NORDEFCO において各国の分担

分野が定められるなど、協力の組織化や効率化が進められている。 
ノルウェーでは議会への防衛報告書において、2008 年時点で既に北欧諸

国間での協力の可能性を強調しており、2012 年の防衛報告書においても同

様であった。ノルウェーの国防大臣（Anne-Grete Strøm-Erichsen）も北欧防

衛協力を評価する意思表示を行うなど（Forsberg 2013: 1172）、ノルウェー政

府にとって北欧諸国との軍事分野での協力は、NATO でない軍事協力が可能

な協力として好意的に受け止められている（Saxi 2011: 65）。 
 

（４）EU 
1990 年代後半から EU において ESDP での協力強化が目指されるように

なり、1999 年 5 月に発効したアムステルダム条約においてペータースベル

ク任務（Petersberg tasks）23が CFSP に導入されると、EU 主導による危機管

理活動の実現が具体化することになった。この EU の動きに対して、ノルウ

ェーは歓迎する姿勢を示した。1999 年 12 月にヘルシンキで行われた欧州理

事会の 2 カ月前に、ノルウェー政府は EU と NATO の加盟国に対して、ノ

ルウェーは現在進みつつあるヨーロッパの安全保障・防衛を強化する努力

を総じて強く支持し、特に危機管理活動の可能性を支持することを伝えた。

これは、ノルウェー政府が初めて大西洋以外でのヨーロッパにおける安全

保障協力を支持する表明となった（Knutsen 2002: 8）。また、2000 年 6 月に

はノルウェーの外務大臣（Thorbjørn Jagland）が EU における ESDP の進展

に好意的な態度を示し、文民的・軍事的資源で貢献する準備があると表明

した（Strömvik 2006: 207）。 
ノルウェーは EU 加盟国でないため、EU の政策決定過程に影響を及ぼす

ことが難しい立場にあるが、NATO がボスニア・ヘルツェゴビナで実行して

いた活動を EU が引き継ぐことを歓迎し、EU 主導の軍事的活動にも参加す

るなど NATO と EU の協力には好意的であるといえる。しかし、ノルウェ

ーにとって NATO は自国の安全保障防衛政策において非常に重要であり、

EUとアメリカが直接対話を行うことでNATOが周辺化される状況となるの

                                                  
23 人道・救難活動、平和維持活動、平和執行を含む危機管理における実戦部隊活動を実施す

るものである。 
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はリスクであると捉えている（Strömvik 2006: 207）。ESDP を公に支持する

裏には、ESDP の発展は可能な限り NATO との緊密な連携の下に進められる

べきであるとのノルウェー側の見方があるといえる（Knusten 2002: 8）。 
ノルウェーはNATO加盟国であるがEU加盟国ではないという立場から、

NATO と EU の関係が強化されることによって、自国が間接的に EU に影響

力を持てるようになるのであれば両者の協力を歓迎するが、NATO の中で圧

倒的な軍事力を持つアメリカと EU が実質的に協力を強化し、NATO という

組織が影響力を弱めることになるのはノルウェーにとって対 NATO、対 EU
の双方から見て好ましくないといえよう。 

EU がペータースベルク任務を遂行するために EU 戦闘グループ（EU 
Battlegroups）が創設され、2004 年秋に EU 加盟国でないノルウェーもスウ

ェーデンを中核とした北欧戦闘グループ（Nordic Battlegroup: NBG）の形成

に加わることを決定した24。2008 年から実働することとなった NBG に 2006
年時点でノルウェーは 150 名の兵士を提供する予定であった（Udgaard 2006: 
326）。ノルウェーの分担は医療支援、兵站、戦略的輸送となった（Jakobsen 
2007: 461）。2015 年時点では、NBG はスウェーデン、ノルウェー、フィン

ランド、エストニア、アイルランド、ラトビア、リトアニアで構成されて

おり、ノルウェーは 50 名の要員を提供している。また、EU の軍事的・文

民的危機管理活動に参加するため、ノルウェーは EU の共通安全保障防衛政

策（CSDP）の枠組みの中で参加協定（Framework Participation Agreement: FPA）

を締結している（Tardy 2014: 1）。このように、ノルウェーは加盟国ではな

いにもかかわらず、EU の国際的危機管理活動に協力する政策を採っている。 
 
４．国際平和活動への参加 

1947 年の UNSCOB から始まり、2012 年 5 月までの期間にノルウェーが

派兵した海外での軍事活動は 94 に上る（Forsvarsmuseet 2012: 42-43）。ノル

ウェーは国際的軍事活動への参加を自国の対外政策において重視している

が、その中で派遣する活動には変化が見られる。 
 

（１）国連 PKO 

1990 年代半ば以降、ノルウェーの国連 PKO への要員派遣は激減した。

1994～95 年は 1,600～1,800 名の軍事要員を派遣していたが、1996～98 年に

                                                  
24 当時の NBG への参加予定国は、スウェーデン（1,100）、フィンランド（200）、ノルウェ

ー（150）、エストニアであった（カッコ内は提供予定兵士数）。 
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は 600名前後、1999年以降は多くても 200名に届かない状況が続いている25。

派遣人員数の増減はノルウェー側の都合だけでなく、国連からの要請や活

動規模自体の変化などもあるが、2000 年以降のデータによると、2013 年ま

では国連以外の国際組織による軍事活動に派遣された要員数は 200 名弱か

ら 1,400 名弱で推移し、いずれの年も国連 PKO への派遣人数を大きく上回

っている26。 
1994 年にノルウェーは UNISOMⅡ（第 2 次国連ソマリア活動）や

UNMOGIP から要員を引き上げ、中東やユーゴスラビアでの PKO や平和活

動など、より重要性が高いと判断した活動に人員を配置転換した（岩井1995: 
150）。この背景には、1990 年代にノルウェー外務省が自国が仲介者となっ

ていた中東での和平交渉（イスラエルとパレスチナの間の交渉）を重視し

たため、ノルウェーの中東でのプレゼンスを高める必要があると主張して

いたことがある。そのため、外交、開発援助、研究協力のみならず、国防

省の反対にもかかわらず国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）に軍事要員を

派遣し、関与を強めた。ノルウェーがボスニアで外交において重要な役割

を果たすようになった際にも、同様の動きが見られた（Ulriksen 2007: 562）。
1994 年末にはノルウェーから派遣された要員数は、UNIFIL より旧ユーゴス

ラビア・マケドニアで活動を展開していた国連保護軍（UNPROFOR）のほ

うが多くなった。ただし、ここでのノルウェー部隊の主な貢献は医療、ヘ

リコプター、兵站などであり、いわゆる後方支援であった。国連 PKO への

参加において 1990 年代前半に派兵人数は増加したが、ノルウェーの政策自

体は大きく変化せず、質的変化は NATO 主導の和平履行部隊（IFOR）への

参加からとなった（Haaland 2007: 497）。 
 

（２）NATOおよび有志連合による軍事活動 

1991 年の湾岸戦争は、ノルウェーにとって海外での軍事活動に関する伝

統的な政策に対して真の最初の挑戦となった。その解決方法は先述のよう

に後方支援となり、軍事的な重要性は低く、シンボル的な貢献の側面が大

きかった。当時の労働党政権の国防大臣（Johan Jørgen Holst）も、ノルウェ

ーの貢献は主に人道的な分野であるべきと発言しており、参加は連帯の表

明や国連決議への支持のシンボルと捉えられた。政治や軍の指導者達は、

軍事活動への貢献はノルウェーが得意とする兵站や医療によって実行する

                                                  
25 データの詳細は Kjeksrud (2016) の Fig.1 を参照。 
26 データは Kjeksrud (2016) Fig.2 による。 
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ことに合意し、戦闘に適した軍の能力を自国は持っていないことを公に認

めていた。ただし、現地に派遣された要員は戦争への真の貢献を望み、そ

の貢献を認識されることを求めていた。この時点では、文民と軍の間より

も国内の人々と現地に派遣された要員との間に認識の違いがあった

（Haaland 2007: 496）。 
ノルウェーは NATO 主導でボスニア・ヘルツェゴビナにおいて 1995～96

年に活動した IFOR および 1996～2000 年の平和安定化部隊（SFOR）に参加

した。1999 年のコソボ紛争に対しては戦闘機を派遣し、同年から活動を開

始したコソボ治安維持部隊（KFOR）にも派兵した。IFOR への参加の初期

は、UNPROFOR に派遣されていたノルウェーの部隊がそのまま NATO 主導

の活動に移行する形であったが、NATO でのノルウェーの軍事的評判を改善

するためには、より積極的な役割が求められていることが認識されるよう

になった。1997 年には兵站や医療を担当する部隊は撤退し、派兵数を減ら

して歩兵大隊が SFOR に派遣された。ノルウェーの軍事活動への参加は、

伝統的な人道的貢献からより紛れもない軍事的役割に置き換えられていっ

た。また、戦闘機を派遣した 1999 年の NATO によるユーゴスラビアへの攻

撃は国連の決議を欠いたものであり、軍事活動への参加において国連の支

持を重視していたノルウェーの従来の政策への決裂を示すものとなった

（Haaland 2007: 497）。 
2001 年 9 月のアメリカにおける同時多発テロの後に開始されたアメリカ

主導のアフガニスタンへの攻撃「不朽の自由作戦（Operation Enduring 
Freedom）」において、ノルウェーはアメリカに協力し、特殊部隊、輸送機、

戦闘機、艦船を派遣した。アフガニスタンへのノルウェーの派兵はそれま

での対応と比べて迅速に行われ、アメリカから高く評価された。この背景

には、2001 年 10 月の政権交代によって就任した国防大臣（Kristin Krohn 
Devold）の下で、初めて海外での戦闘活動にノルウェー軍が積極的に参加

したことがあった27。NATO 加盟諸国にはこのノルウェー国防大臣の海外派

兵への積極的な対応は非常に好意的に受け止められたが、ノルウェーの議

会では安全保障防衛政策において海外派兵に重点を置くことに対して、政

党横断的な広い政治的合意は得られなかった（Saxi 2010: 81-88）。 
NATO 主導でアフガニスタンに展開された国際治安支援部隊（ISAF）に

も、ノルウェーは 2003 年から 2012 年の間に年平均約 500 名の要員を派遣

                                                  
27 労働党による単独少数政権から中道右派連立政権に代わり、国防大臣のポストは保守党が

担当した。着任後2カ月以内に、アフガニスタンでの戦闘活動にノルウェー軍を参加させた。 
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した。NATO の平和支援活動において民軍協力（Civil-Military Cooperation: 
CIMIC）が重視されるようになっていたが、ノルウェーが民軍協力を導入す

るようになったのは他国に遅れて 2011 年夏であった。この背景として、ノ

ルウェーの平和政策において文民的手段と軍事的手段は厳格に区別されて

いたことがあった。「ノルウェー・モデル」といわれる伝統的にノルウェー

が行ってきた紛争解決の手法は、NGO を含めた文民的手段によるものであ

り、軍事的手段の使用には躊躇があった。このノルウェーの文民と軍を厳

格に分ける対応は、 ISAF の対ゲリラ戦略と調和しないものであった

（Ekhaugen and Oma 2014: 241, 244-245）。ここでもノルウェーは NATO 主導

の平和支援活動への貢献を高めるため、民軍協力を進めていくことになっ

た。 
2003 年 3 月にアメリカやイギリス等によってイラクに開始された軍事攻

撃に対しては、当初ノルウェーは距離を置いていたが、戦争終結後の 6 月

にイラク安定化部隊に要員を派遣した（吉武 2004: 108-109）。この派遣にあ

たっては、ノルウェー国内での議論を踏まえて任務は人道支援のみとされ、

武器の使用は正当防衛のみという厳格なものとなった28。ここでは軍事的手

段の使用は最小限とされ、部隊の派遣が攻撃目的でないことは明らかであ

り、ノルウェーの伝統的な平和維持活動の路線を踏襲するものとなった。 
2011 年 3 月に国連安全保障理事会でリビアの飛行禁止空域における軍事

活動が承認され、複数の国によって空爆や監視活動が実施された。ノルウ

ェーは戦闘機を 6 機派遣し、2011 年 4 月の時点でノルウェーによる空爆は

NATO が実施した空爆のうち少なくとも 12％を占め、投入された戦闘機数

を考慮した場合、リビアにおいて最も空爆を行った国となっていた29。この

ノルウェーの目に見える形での貢献はその成果が強調され、アメリカや

NATO 加盟国からも高く評価された（Berglund 2011; Saxi 2014: 259）。 
このようにノルウェーは冷戦後、自国の防衛とともに国際的軍事活動で

も NATO との協力を強化している。2006 年までにノルウェーは国際的軍事

活動の全体に参加可能となり、戦闘と後方支援の双方を担えるようになっ

た（Haaland 2007: 505）。2014 年 10 月からは、ノルウェー元首相のストルテ

ンベルグ（Jens Stoltenberg）が NATO の事務総長を務めており、NATO との

                                                  
28 ノルウェー国内での議論については、竹澤（2012）が詳しい。 
29 3 月から 7 月までの期間にノルウェーの戦闘機は 586 発の精密誘導爆弾を投下し、NATO
が使用した精密誘導兵器の 8％を占めるに至った（Saxi 2014: 258）。ノルウェーは同年 6 月に

戦闘機を 4 機に削減し、NATO が活動を公式に終了する約 3 カ月前の 8 月 1 日にリビア攻撃

から撤退した（Wivel 2014: 79）。 
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関係が一層近くなっているといえる。ただし、ノルウェーにとって NATO
は自国の防衛にとって重要な存在であることに変わりは無く、北大西洋条

約第 5 条による集団的自衛権の意義の大きさを強調し続けている（Wivel 
2014: 86）。 

アフガニスタンやリビアでの攻撃的軍事活動も、ノルウェーの平和国家

というアイデンティティからくる平和政策として位置づけられていたとの

分析もあるが（Leira 2013: 338, 351-352）、自国の安全保障防衛政策からみて

NATO やアメリカの軍事作戦への貢献が重視されたことは見逃すべきでは

ないだろう。 
 

（３）北欧諸国との協力 

冷戦時は国連 PKO に対する派兵や訓練は基本的に各国で行われていた

が、例外的に UNEF Ⅰにはノルウェーとデンマークの合同部隊

（Danish-Norwegian battalion: DANOR）が派遣された（Jakobsen 2006a: 218）。
1968 年に創設された北欧国連待機軍の制度の下で訓練などの面で協力が続

いたが、旧ユーゴスラビア・マケドニアで活動した UNPROFOR に 1993 年

から主にノルウェー、スウェーデン、フィンランドの 3 カ国によって構成

された合同部隊である NORDBATT が派遣された30。IFOR と SFOR にも北

欧諸国とポーランドの合同で部隊が派遣され、当初は様々な問題が起こっ

たもののそれらを乗り越え、特に兵站や情報部門での協力は成果を上げた。 
協力の成功から、北欧諸国間で軍事的国際平和活動への派兵において協

力が継続されることが予想されていた。しかし、1999 年から活動が開始さ

れた KFOR への合同部隊の派遣は北欧各国の思惑の相違から失敗し31、2004
年夏にアフガニスタン復興に NORDCAPS を通じて要員を派遣する提案も

実現しなかった。この背景には、ノルウェー、スウェーデン、フィンラン

ドにとっては、NORDCAPS を用いて北欧諸国として合同部隊を構成するよ

りも、イギリス担当地域に 3 カ国が部隊を展開して協力するほうが有益と

いう事情があった。2001 年にはコソボでノルウェーとデンマークが合同で

軍事活動を行うなど、以前に比べれば北欧諸国での合同部隊の派遣は増え

たものの、各国の派兵全体から見れば例外的といえる状態である（Jakobsen 
2007: 467-468）。ただし、安全保障および防衛面での北欧諸国間の協力は

                                                  
30 デンマークは既に同ミッションに多数の派兵をしていたため、新たな部隊の創設に兵士は

派遣できなかった（NORDSAMFN 1993: 180, 185-186）。 
31 ノルウェー、スウェーデン、フィンランドは部隊をイギリスの担当地域に配置したのに対

して、デンマークはフランス担当地域に部隊を展開した（Jakobsen 2007: 467）。 
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2010 年代に入ってから進んでおり、合同で構成した部隊を派遣するという

直接的な形ではなくとも、訓練や資材調達などさまざまな部分で協力が可

能であるといえる。 
 

（４）CFSP/ESDP/CSDPへの参加 

2003 年から EU の軍事的危機管理活動（military crisis management）が開

始され、EU 加盟国ではないノルウェーもいくつかの活動に参加している。

2003 年に旧ユーゴスラビア・マケドニアで開始されたコンコルディア

（Concordia）作戦と 2004 年からボスニア・ヘルツェゴビナに派遣された

EUFOR アルテア（EUFOR Althea）にノルウェーは要員を派遣した。しかし、

2003 年と 2006 年に実施されたコンゴ民主共和国での EU の軍事的活動には

参加しなかった。このノルウェー政府の不参加という対応については、国

内で批判もあった（Ulriksen 2007: 565-566）。 
2008 年からソマリア沿岸で展開されたソマリア欧州連合海軍部隊

（EUNAVFOR ATALANTA）には、ノルウェーは要員を派遣している。警察

や司法などの文民的危機管理活動にも参加しており、2014 年 3 月時点で EU
の CFSP の下での軍事的・文民的活動に対して、合計で 11 のミッションに

人員を派遣している。活動地域もヨーロッパだけでなく、アジア、中東、

アフリカなど広範にわたっており、EU 加盟国以外の国としては最も参加ミ

ッション数が多い（Tardy 2014: 3）32。これはノルウェーが EU 主導の国際

平和活動への参加を重視していることの表れであるといえよう。 
 

５．おわりに 

第二次世界大戦後に冷戦が進展する中で、ノルウェーにとって安全保障

防衛政策において西側諸国との協力体制の継続が最重要・不可欠であった。

ソ連と最北部で国境を接するノルウェーがおかれた状況を考えれば、当然

であるといえる。冷戦期においては、ノルウェーが採る世界平和の実現へ

の貢献を目指す政策は安全保障防衛政策と直結するものではなく、軍事面

での貢献も国連 PKO への参加という平和政策の一部であった33。 
しかし冷戦後、国連以外の国際組織や有志連合も国際平和活動を行うよ

うになった。そのような国際環境の変化の中で、ノルウェーは国際平和活

動においても NATO（特にアメリカ）との繋がりを重視するようになった。

                                                  
32 次に多いのがスイス（8 ミッション）であり、続いてカナダとトルコ（7 ミッション）で

あった。 
33 ノルウェーの「平和国家」としての歩みについては、Leira (2013) が詳しい。 
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ノルウェーにとってNATOが安全保障防衛政策において中心であるが故に、

平和支援活動に取り組むようになった NATO に積極的に貢献する姿勢を見

せることが必要になったのである。また、EU 加盟国ではないことから EU
内部での政策決定過程に参加することはできないため、NATO と EU の関係

強化を歓迎し、EU における安全保障防衛政策の発展は NATO との緊密な関

係を前提としたものを望む姿勢も採るようになった。 
冷戦後もノルウェーの安全保障防衛政策では自国の防衛が軽視できない

状況であることに変わりないが、1990 年代末から軍の大幅な再編などが行

われ、国際平和活動により適した形が目指されるようになった。これは、

ノルウェーの安全保障防衛政策において、国際平和活動への参加が重要な

意味を持つようになったことの表れであるといえる。NATO および EU が、

これまで国連が主に担ってきた平和維持活動や平和構築などを行うように

なったことが、ノルウェーにも大きな影響を及ぼしたといえる。ただし、

海外派兵の人数は 2010 年と比較して 1989 年の方が多く（Saxi 2011: 10）、
複雑な任務で多額の費用を要する国際的活動への派兵は、人数を制限しな

がら選択的に行われるようになったと考えられる。 
NATO との関係が国際平和活動に関わるノルウェーの安全保障防衛政策

に及ぼした影響として、コソボ紛争への派兵が指摘されている。Saxi は、

ノルウェーがコソボに軍事要員を派遣した時期には、ノルウェー軍は予算

などの問題から新しい兵器の購入・使用ができる状態ではなく、軍の組織

も国際紛争に即応できる体制ではなかったため、他国に後れをとったこと

を指摘している。ノルウェーの政治家や軍関係者はこの状況を経験した後、

ノルウェーは高い質で即応可能な軍の体制を構築すべきと考えるようにな

った（Saxi 2010: 84-85）。NATO との関係を重視する安全保障防衛政策の下

では、NATO 加盟国（特にアメリカ）からの信頼を得ることがノルウェーに

とって重要であり、NATO が平和支援活動に力を入れるようになったことに

伴い、ノルウェーもそれに対応できる体制を整える必要が生じたといえる。 
EU との関係では、Knutsen は EU における ESDP の発展がノルウェーの

対ヨーロッパ安全保障防衛政策に大きな変化をもたらしたことを指摘して

いる（Knutsen 2002: 8）。ノルウェーにとって自国の防衛の上で最重要な安

全保障機構が NATO であることに変わりはないが、EU が国際的危機管理活

動を実行する主体となると、EU 加盟国ではないにもかかわらず、積極的に

EU 主導の国際的危機管理活動に人員を派遣している。これは、EU 加盟国

でありながら適用除外（opt-out）により EU の軍事活動には参加しないデン
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マークとは対照的である34。 
また、ノルウェーは 2000 年代半ばから北欧諸国による安全保障防衛分野

での協力体制構築に積極的な姿勢を示し、時にはイニシアティブをとるこ

ともある。この背景にはコスト削減や活動の効率化などの経済的要因もあ

り、総論として北欧協力の推進に異論が唱えられることは少ない。しかし、

国際平和活動を行う目的として自国の国際的イメージ、評判、影響力を高

めることを考慮する場合、他の北欧諸国との協力が進展するとノルウェー

という国の影は薄くなり、「北欧」の中に埋没してしまうため、それがさら

なる協力強化の障害となる可能性が指摘されている（Ulriksen 2007: 561）。 
ノルウェーの対外政策においては、紛争予防、和平交渉、人道的支援、戦

後復興といった概念が重視されており、国際社会の中で自国が「人道大国」

として認識されることが望ましいと捉えられている。実現の具体的手段と

して、自国が外交において和平の仲介者として力を発揮できる機会が訪れた地

域に、援助や軍事など多彩な分野で存在感を示すことを目指し、平和維持活動

の要員を重点的に派遣することもある。その背景には、国際的軍事活動への貢

献を自国の安全保障および防衛の強化に結びつけながら、国防予算の費用対効

果を効率化する目的も満たすという現実的な要請も大きく関わっているといえ

る。国連、NATO、EU 主導の平和維持や平和構築の活動に北欧諸国との協力を

進めつつ積極的に参加することで効率的に国際平和活動に貢献し、同時にそれ

らの活動によって自国の安全保障および防衛を強化し、国際社会でのプレゼン

スを高めるというのが、ノルウェーの安全保障防衛政策と国際平和活動の関係

といえるであろう。 
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要旨 
 

ノルウェーは国際平和の実現に積極的という印象が一般的に持た

れている。国連の平和維持活動や北大西洋条約機構（NATO）および

アメリカを中心とした国際的軍事活動に派兵し、加盟国ではないが欧

州連合（EU）の国際的危機管理活動にも参加している。国際平和を

目指す理想主義的な対外政策を選好する一方で、NATO を中核とした

自国防衛を重視する安全保障防衛政策を冷戦時から継続している。 

本稿では、まずノルウェーの安全保障防衛政策の特徴を概観し、

次に国際平和活動での他国との協力について考察し、続いて国際平和

活動への参加状況を分析する。最後に、ノルウェーにおいて 2000 年

代に国際平和活動が安全保障防衛政策に取り込まれ、NATO や EU 主

導の国際平和活動に積極的に参加することにより両組織への貢献を

目指し、北欧諸国との協力も推進する方針へと変容したことを示す。 
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